
「地域密着型通所介護」重要事項説明書 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定地域密着型通所介護サービスを提供します。事業所の

概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 

１．事業者 

（１）法人名         株式会社 博愛 

（２）法人所在地      宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７６３－１ 

（３）電話番号        ０９８３－３５－３４６５ 

（４）代表者氏名      代表取締役  是澤 恭子 

 

２．事業所の概要 

 

（１）サービスの種類    指定通所介護事業所 

平成２２年６月１日指定 宮崎県４５７２００１０３２号 

 地域密着型通所介護事業 

平成２８年６月 1 日指定   

（２）事業所の名称   デイサービス ほおのき 

（３）事業所の所在地  宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７６３－１ 

（４）電話番号     ０９８３－３５－３４６５ 

（５）事業所長     管理者  大山 広美 

（６）利用定員     １６人 

 

 

３．事業の目的及び運営方針 

 

（１） 要介護状態等になった場合において、その利用者が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行なうことにより、利用者の社会

的孤独感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神

的負担の軽減を図ります。 

（２） 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの

提供に努めます。 

（３） 事業を運営するに当たって、地域との結び付きを重視し、市町村等保険者、

居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供す

る者との連携に努めます。 

          

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（宮崎県指定 第４５７２００１０３２号） 



４．職員体制 

 

 

従事者の職種 

 

 

員数 

 

区  分  

指定の基準 

 

保有資格 

 

常 勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務  

管理者 1  1   1 介護福祉士 

生活相談員 

 

1  1  3 1 介護福祉士 

介護支援専門員 

介護職員 2 1 1 2 3 2 介護福祉士 

 

看護職員 1  1 1 1 1 准看護師 

看護師 

※但し、各職種基準人員を超える場合あり。 

 

５．職員の勤務体制 

  

職  種 勤  務  体  制 

管理者 勤務時間   8 時３0 分～17 時 30 分 

 

生活相談員 勤務時間   8 時 30 分～17 時 30 分 

介護職員 勤務時間   8 時 30 分～17 時 30 分 

看護職員 

 

勤務時間   8 時 30 分～17 時 30 分 

調理職員 勤務時間   9 時 00 分～13 時 00 分 

 

６．営業日及び営業時間、利用の申し込み窓口 

 

（１）営業日    毎週 月曜日から日曜日まで 

（２）休日     年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日まで） 

（３）提供時間   ９時から１７時００分まで 

（４）申し込み窓口 窓口担当 管理者 大山 広美 

（５）受付時間   ８時３０分から１７時３０分まで 

  

７．サービスの実施地域 

高鍋町 

    

 

 

 

 



８．指定地域密着型通所介護サービスの概要 

介護保険給付対象サービス（契約書第 4 条参照） 

種   類 内          容 

食事  栄養と利用者の身体状況に配慮したバラエティに富んだ食事を提

供します。但し、食事の提供に要する費用は給付対象外ですので、

料金を頂きます。 

   食事時間 昼食 12 時から 13 時 

排泄  利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行なうと共に、排泄の自立

についても適切な援助を行ないます。 

入浴 入浴前に入浴が可能かどうか健康チェックを必ず行ないます。 

機能訓練 利用者の状況に適合した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止 

するよう努めます。 

健康管理  緊急時等必要な場合には主治医に責任を持って引き継ぎます。 

相談及び援助  当施設は、利用者及びご家族からのいかなる相談についても誠意を

持って応じ、可能な限り必要な援助を致します。 

   相談窓口  大山 広美 

社会生活上の 

便宜 

・施設での生活を実りあるものとする為、適宜レクリエーション行事

を企画いたします。 

・主なレクリエーション 

 月間行事計画に沿って実施します。季節行事、ドライブ（花見、買

い物等）、レクリエーションによっては、レクリエーション費用を

本人に負担して頂く場合があります。 

・利用者や家族の要望を取り入れ、楽しみと生きがいを見いだし自分

らしさを取り戻していただきます。 

送迎 通所介護を利用される方は、指定された日に送迎車で送迎を 

致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９．サービス利用料金（１回あたり）（契約書第７条参照） 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険 

給付額を除いた金額（自己負担額：介護保険負担割合証による）をお支払いください。 

（下記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度によって異なります） 

 

（１）介護保険給付対象のサービス 

所要時間３時間以上４時間未満 

要介護度 

サービス料金 

自己負担額 

（1割負担） 

自己負担額 

（２割負担） 

自己負担額 

（３割負担） 

要介護１（４，１６０円） ４１６円 ８３２円 １，２４８円 

要介護２（４，７８０円） ４７８円 ９５６円 １，４３４円 

要介護３（５，４００円） ５４０円 １，０８０円 １，６２０円 

要介護４（６，０００円） ６００円 １，２００円 １，８００円 

要介護５（６，６３０円） ６６３円 １，３２６円 １，９８９円 

 

 所要時間４時間以上５時間未満 

要介護度 

サービス料金 

自己負担額 

（1割負担） 

自己負担額 

（２割負担） 

自己負担額 

（３割負担） 

要介護１（４，３６０円） ４３６円 ８７２円 １，３０８円 

要介護２（５，０１０円） ５０１円 １，００２円 １，５０３円 

要介護３（５，６６０円） ５６６円 １，１３２円 １，６９８円 

要介護４（６，２９０円） ６２９円 １，２５８円 １，８８７円 

要介護５（６，９５０円） ６９５円 １，３９０円 ２，０８５円 

 

所要時間５時間以上６時間未満 

要介護度 

サービス料金 

自己負担額 

（1割負担） 

自己負担額 

（２割負担） 

自己負担額 

（３割負担） 

要介護１（６，５７０円） ６５７円 １，３１４円 １，９７１円 

要介護２（７，７６０円） ７７６円 １，５５２円 ２，３２８円 

要介護３（８，９６０円） ８９６円 １，７９２円 ２，６８８円 

要介護４（１０，１３０円） １，０１３円 ２，０２６円 ３，０３９円 

要介護５（１１，３４０円） １，１３４円 ２，２６８円 ３，４０２円 

 

所要時間６時間以上７時間未満 

要介護度 

サービス料金 

自己負担額 

（1割負担） 

自己負担額 

（２割負担） 

自己負担額 

（３割負担） 

要介護１（６，７８０円） ６７８円 １，３５６円 ２，０３４円 

要介護２（８，０１０円） ８０１円 １，６０２円 ２，４０３円 

要介護３（９，２５０円） ９２５円 １，８５０円 ２，７７５円 

要介護４（１０，４９０円） １，０４９円 ２，０９８円 ３，１４７円 

要介護５（１１，７２０円） １，１７２円 ２，３４４円 ３，５１６円 

 



所要時間７時間以上８時間未満 

要介護度 

サービス料金 

自己負担額 

（1割負担） 

自己負担額 

（２割負担） 

自己負担額 

（３割負担） 

要介護１（７，５３０円） ７５３円 １，５０６円 ２，２５９円 

要介護２（８，９００円） ８９０円 １，７８０円 ２，６７０円 

要介護３（１０，３２０円） １，０３２円 ２，０６４円 ３，０９６円 

要介護４（１１，７２０円） １，１７２円 ２，３４４円 ３，５１６円 

要介護５（１３，１２０円） １，３１２円 ２，６２４円 ３，９３６円 

 

所要時間８時間以上９時間未満 

要介護度 

サービス料金 

自己負担額 

（1割負担） 

自己負担額 

（２割負担） 

自己負担額 

（３割負担） 

要介護１（７，８３０円） ７８３円 １，５６６円 ２，３４９円 

要介護２（９，２５０円） ９２５円 １，８５０円 ２，７７５円 

要介護３（１０，７２０円） １，０７２円 ２，１４４円 ３，２１６円 

要介護４（１２，２００円） １，２２０円 ２，４４０円 ３，６６０円 

要介護５（１３，６５０円） １，３６５円 ２，７３０円 ４，０９５円 

 

サービス加算料金 

サービス内容 

 サービス料金 

自己負担額 

（1割負担） 

自己負担額 

（２割負担） 

自己負担額 

（３割負担） 

入浴介助（Ⅰ）（４００円/日） ４０円 ８０円 １２０円 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(Ⅲ) 

    （６０円/回） 

 

６円 

 

１２円 

 

１８円 

 送迎を行わない場合の減算について 

 ご契約者が自ら通う場合やご家族が送迎を行い、当事業所が送迎を実施していない場合は、 

通所介護費から減算を行います。 

         ▲ ４７単位／片道 

介護職員等処遇改善加算 （Ⅱ） 

 介護サービス利用料金（自己負担額）の９．０％に相当する金額が加算されます。 

尚、食費は介護保険給付対象外ですので、これに含まれません。 

     （自己負担額の合計）×９．０％ ＝ 介護職員等処遇改善加算の金額 

※サービス体制強化加算と介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）は区分支給限度基準額に 

含まれない費用です。 

 

※負担割合が２割の場合は、自己負担額は基本サービス費に加算・減算額を計算した合計額

の２倍となります。３倍の場合もあります。 

 

 

 

 

 



 

（２）介護保険給付対象外のサービス（契約書第５条、第７条参照） 

  以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

 

 ＜サービスの概要と利用料金＞ 

 ①食事の提供にかかる費用 

  ご契約者に提供する食事の材料及び調理にかかる費用です。現在、昼食１回につき 

４５０円を負担していただいております。食事の準備後に食欲不振・体調不良等で 

食事ができなかった場合には、昼食代４５０円をいただきますが、体調等考慮し、 

昼食相当分の代替食を提供いたします。 

 ②通常の事業実施区域以外への送迎 

  通常の事業実施区域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用され 

る場合は、お住まいと当事業所との送迎費用を頂く場合があります。 

 ③レクリエーション、クラブ活動費 

  ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加して頂く事ができま 

す。材料代等の実費を頂くことがあります。 

（３）利用料のお支払方法（契約書第７条参照） 

  利用料金、費用は、１か月ごとに計算しご請求しますので、翌月末日までにお支払 

ください。 

（４）利用の中止（契約書第８条参照） 

  当日の利用を中止される場合は、午前９時までに当事業所へ申し出てください。 

 

１０．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

   当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受付けています。 

  ・苦情受付窓口（担当者） 

   ［管理者］   大山 広美 

  ・受付時間   毎週月曜日～土曜日  ８：３０～１７：３０ 

  また、苦情受付ボックスをホールに設置しています。 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

  ・高鍋町役場 健康保険課 

   所在地  児湯郡高鍋町大字上江８４３７ 

   電話番号 ０９８３（２６）２００８ ＦAX０９８３（２３）６３０３ 

  ・国民健康保険団体連合会 

   所在地  宮崎市下原町２３１－１ 

   電話番号 ０９８５（３５）５３０１ ＦAX０９８５（２５）０２６８ 

  ・宮崎県社会福祉協議会 

   所在地  宮崎市下原町２－２２ 

   電話番号 ０９８５（２２）３１４５ ＦAX０９８５（２７）９００３ 

 

 

 



１１．非常災害時の対策 

非常時の対応    別途定める「当施設消防計画」に沿って対応します。 

近隣との協力    非常時には相互の応援を仰ぐことになっています。 

平常時の防災訓練  別途定める当施設の消防計画にのっとり、避難訓練を 

利用者の方も参加して実施します。 

 

 

＊カーテンは防炎加工してあるものを使用。 

防災設備 消火器 有り ガス漏報知器 有り 

 

１２．衛生管理 

利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管

理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。 

 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を講じるとともに、

必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。 

（１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の

定期的な開催及びその結果について従業者への周知 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備 

（３）事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並

びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練の定期的な実施 

 

１３．虐待防止に関する事項 

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について

従業者への周知 

（２）虐待防止のための指針の整備 

（３）虐待を防止するための従業者に対する研修の定期的な実施 

（４）虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置 

（５）その他虐待防止のために必要な措置 

事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者による虐待を受けたと思

われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。 

 

１４．業務継続計画の策定 

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

①事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するものとする。 

②事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとする。 

 

 



１５．当事業所ご利用の際に留意頂く事項 

（１）居宅、設備、器具の利用 

   事業所内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに 

反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただくことがあります。 

（２）喫煙、飲酒 

   喫煙は決められた場所以外ではお断りいたします。 

飲酒はたしなむ程度にお願いします。 

（３）迷惑行為等 

   騒音等の他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 

（４）宗教、政治、販売活動 

   事業所内での宗教、政治活動はご遠慮下さい。 

   また、事業所内での物品等販売は事前に相談頂き、許可を得てから行って下さい。 

 

１６．個人情報保護の利用目的について 

 デイサービスほおのきでは、利用者の尊厳を守り安全管理に配慮する個人情報保護 

方針の下、ここに利用目的を特定します。あらかじめ利用者本人の同意を得ないで、

必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはいたしません。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

（１）デイサービスほおのき内部での利用目的 

 ① 当施設が利用者等に提供する介護サービス 

② 当施設が実施する行事に係る次のもの 

・ 行事予定表（毎月のお便り）での誕生者紹介及び施設内掲示 

・ 行事時の写真撮影及び施設内掲示 

 ③ 介護保険事務 

 ④ 介護サービスに係る当施設の管理運営業務のうち次のもの 

・ 利用登録や利用登録削除の管理 

・ 会計、経理 

・ 事故等の報告 

・ 当該利用者の介護、医療サービスの向上 

 

（２）他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 

 ① 当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

・ 利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事

業所等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

・ 利用者の診療等に当たり、医師の意見や助言を求める場合 

・ 家族等への心身の状況説明 

 ② 介護保険事務のうち 

・ 審査支払い機関へのレセプトの提出 

・ 審査支払い機関又は保険者からの照会への回答 

 ③ 損害賠償保険などの係る保険会社等への相談又は届出等 

 



【上記以外の利用目的】 

（１）当施設内部での利用に係る利用目的 

 ① 当施設の管理運営業務のうち次のもの 

・ 介護サービスや業務の維持又は改善の基礎資料 

・ 当施設等において行なわれる学生等の実習への協力 

・ 当施設において行なわれる事例研究 

（２）他の事業所等への情報提供に係る利用目的 

 ① 当施設の管理運営事業のうち 

・ 外部監査機関への情報提供 

 

１７．個人情報保護に対する基本方針について 

株式会社 博愛（以下、「法人」という）は、利用者等の個人情報を適切に取り扱

うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考えます。 

当法人が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取扱いに努力すると

ともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個

人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個

人情報の保護を図ることをここに宣言します。 

 

記 

 

（１）個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託 

 ① 個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し、

利用目的を通知又は公表し、その範囲内で利用します。 

② 個人情報の取得、利用、第三者提供にあたり、本人の同意を得ることとします。 

 ③ 当法人が委託をする医療、介護関係事業者は、業務の委託にあたり、個人情報保

護法とガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行なう事業者を選定し、

かつ秘密保持契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督を行います。 

 

（２）個人情報の安全性確保の措置 

 ① 当法人は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人

情報保護に関する規程類を整備し、必要な教育を継続的に行ないます。 

② 個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、滅失、または棄損の予防及び是正

のため、当法人内において規程を整備し安全対策に努めます。 

 

（３）個人情報の開示、訂正、更新、利用停止、削除等への対応 

  当法人は、本人が自己の個人情報について、開示、訂正、更新、利用停止、削除等

の申し出がある場合には、速やかに対応します。これらを希望される場合には、 

こちら（個人情報担当窓口電話０９８３－３５－３４６５）までお問い合わせ下さい。 

 

（４）苦情の処理 

  当法人は、個人情報取扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。 

 



 

１８．個人情報の使用に係る同意書 

 以下に定める条件のとおり、本契約者及び契約代理人は、株式会社 博愛が、私及び

身元引受人、家族の個人情報を下記の利用目的の必要最小限の範囲内で使用、提供、

または収集することに同意します。 

（１）利用期間 

     介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。 

（２）利用目的 

   ①介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため。 

   ②利用者に関わる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供され

るために実施するサービス担当者会議での情報提供のため。 

   ③医療機関、福祉事業者、介護支援専門委員、介護サービス事業者、自治体（保

険者）、その他社会福祉団体との連絡調整のため。 

   ④利用者が、医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を 

求める必要のある場合。 

   ⑤利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため。 

   ⑥行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

   ⑦その他サービス提供で必要な場合 

   ⑧国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務

を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれのあるとき。 

   ⑨上記各号に関わらず、人の生命、身体又は財産の保護のため必要のある場合で

あって、本人の同意を得ることが困難な場合。 

（３）使用条件 

   ①個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用

しない。また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス 

終了後においても、第三者に漏らさない。 

   

   ②個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求が 

あれば開示する。 

 

 



 

地域密着型通所介護サービスの提供に開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を

行いました。 

 

説明者職名     管理者    氏名   大山 広美   印 

 

 

私は、本署名に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、地域密着型通所介護 

サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

令和    年    月    日 

 

 

 

利用者     住所 

 

 

             氏名                   

 

 

 

利用者の家族  住所 

 

         

        氏名                  

 

                   （続 柄） 



地域密着型通所介護利用契約書 

          （以下「契約者」という。）と株式会社 博愛（以下「事

業者」という。）は、契約者がデイサービスほおのき（以下「事業所」という。）

において、事業者から提供される通所介護サービスを受け、それに対する利用

料金を支払うことについて、次の通り契約（以下「本契約」という。）を締結し

ます。 

第1章 総則 

第 1 条（契約の目的） 

１ 事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、契約者がその有する能力に応 

 じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを 

 目的として、契約者に対し第４条及び第５条に定める通所介護サービスを提 

 供します。 

２ 事業者が契約者に対して実施する通所介護サービスの内容、利用日、利用 

 時間、費用等の事項（以下「通所介護計画」という。）は、別紙「（サービス 

 利用書）」に定めるとおりとします。 

第２条（契約期間） 

１ 本契約の有効期間は、契約締結の日から６ヶ月間とします。契約期間満了 

 の２日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更 

 に６ヶ月間同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

第３条（通所介護計画の決定・変更） 

１ 事業者は、居宅サービス計画（ケアプラン）に沿って契約者の通所介護計  

 画を作成するものとする。 

２ 事業者は、通所介護計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、 

 同意を得たうえで決定するものとする。 

３ 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場 

 合、若しくは契約者及びその家族等の要請に応じて、通所介護計画について 

 変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、通所介護計画の変更の必要 

 があると認められた場合にも、契約者及びその家族等と協議して、通所介護 

 計画を変更するものとします。 

４ 事業者は、通所介護計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付 

 し、その内容を確認するものとします。 

第４条（介護保険給付対象サービス） 

 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業者が事業所において、契

約者に対して、日常生活上の世話及び機能訓練を提供するものとします。 

第５条（介護保険給付対象外のサービス） 

１ 事業者は契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を越える通 

 所介護サービスを提供するものとします。 

２ 前１項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するもの。 

３ 事業者は第１項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契 

 約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。 

第６条（運営規程の遵守） 



  事業者は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、契約者に 

 対して、本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯施設の   

 維持管理を行うものとします。 

第２章 サービスの利用と料金の支払 

第７条（サービス利用料金の支払） 

１ 契約者は要介護度に応じて第４条に定めるサービスを受け、重要事項説明 

 書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額 

 を差し引いた差額分（自己負担分：各利用者の負担割合に応じた額）を事業 

 者に支払うものとします。 

  但し、契約者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料 

 金の全額をいったん支払うものとします。（要介護認定後、自己負担分を除く 

 金額が介護保険料から払い戻されます。「償還払い」） 

２ 第５条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める 

 所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。 

３ 前項の他、契約者は食事代とおむつ代等契約者の日常生活上必要となる諸 

 費用実費を事業者に支払うものとします。 

４ 契約者は、サービス利用料金をサービスの利用終了時又は１ヶ月を限度に 

 支払うものとします。 

第８条（利用日の中止・変更・追加） 

１ 契約者は利用期日前において、通所介護サービスの利用を中止又は変更若

しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契

約者はサービス実施日の前日までに事業者に申し出るよう努めるもの。 

２ 事業者は、前項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出 

 に対して、事業所が満員で契約者の希望する日にサービスの提供ができない 

 場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします。 

第９条（利用料金の変更） 

１ 第７条第１項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更 

 があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるも 

 のとします。 

２ 第７条第２項及び第３項に定めるサービス利用料金については、経済状況 

 の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対し 

 て事前の説明をしたうえで、当該サービスの利用料金を相当な額に変更する 

 ことができます。 

３ 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約 

 することができます。 

第３章 事業者の義務 

第１０条（事業者及びサービス従事者の義務） 

１ 事業者及びサービス従事者はサービスの提供にあたって、契約者の生命、 

 身体、生活環境等の安全確保に配慮するものとします。 

２ 事業者は契約者の体調・健康状態等の必要な事項について事業所の医師、 

 看護職員、若しくは主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関と連携及び契 

 約者から聴取・確認したうえでサービスを実施するものとします。 



３ 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に 

 備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。 

４ 事業者は、契約者に対する通所介護サービスの提供について記録を作成し、 

 それを５年間保管し、契約者若しくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧 

 させ、複写物を交付するものとします。 

５ 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合そ 

 の他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる 

 ものとします。 

第１１条（守秘義務等） 

１ 事業者及びサービス従事者または従業員は、通所介護サービスを提供する 

 うえで知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者 

 に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。 

２ 事業者は、契約者の緊急の医療上の必要性がある場合には、医療機関等に 

 契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。 

３ 前２項に拘らず、契約者に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図る 

 など正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文 

 書により得た上で、契約者又は契約者の家族等の個人情報を用いることがで 

 きるものとします。 

第４章 契約者の義務 

第１２条（契約者の施設利用上の注意義務等） 

１ 契約者は、事業所の施設、設備、敷地をその本来の用途に従って、利用す 

 るものとします。 

２ 契約者は、事業所の施設、設備について、故意又は重大な過失により減失、 

 破損、汚損若しくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、 

 又は相当の代価を支払うものとします。 

３ 契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びそ 

 の家族等と事業者との協議により、施設、設備の利用方法等を決定するもの 

 とします。 

第１３条（契約者の禁止行為） 

 契約者は、施設内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。 

 一 決められた場所以外での喫煙 

 二 サービス従事者又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、  

   政治活動、営利活動を行うこと。 

第５章 損害賠償（事業者の義務違反） 

第１４条（損害賠償責任） 

１ 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰す 

 べき事由により、契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 

 １１条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。 

 但し、契約者にも故意又は重大な過失が認められる場合には、事業者の損害 

 賠償責任を減じることができるものとします。 

２ 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。 

第１５条（損害賠償がなされない場合） 



 事業者は、以下の各号に該当する場合には、自己の責に帰すべき事由がな  

 い限り、損害賠償責任を負いません。 

 一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、 

   故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して 

   損害が発生した場合 

 二 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に 

   対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起 

   因して損害が発生した場合 

 三 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としな 

   い事由にもっぱら起因して損害が発生した場合 

 四 契約者が、事業者若しくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った 

   行為にもっぱら起因して損害が発生した場合 

第１６条（事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能） 

１ 契約の有効期間中、地震、噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる 

  事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当 

  該サービスを提供すべき義務を負いません。 

２ 前項の場合には、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスにつ 

  いては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。 

第６章 契約の終了 

第１７条（契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

１ 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めると 

  ころに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとする。 

  一 契約者が死亡した場合 

  二 契約者が施設入所した場合 

三 要介護認定により契約者の心身の状況が要支援１、要支援２又は自立

と判定された場合 

  四 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由 

    により事業所を閉鎖した場合 

  五 施設の減失や重大な毀損によりサービスの提供が不可能になった場合 

  六 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  七 第１８条から第２０条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

２ 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約 

  者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努 

  めるものとします。 

第１８条（契約者からの中途解約等） 

１ 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この 

  場合には、契約者は契約終了を希望する日の７日前までに事業者に通知す 

  るものとします。 

２ 契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約すること 

  ができます。 

  一 第９条第３項により本契約を解約する場合 

  二 契約者が入院した場合 



  三 契約者に係る居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場合 

第１９条（契約者からの契約解除） 

 契約者は、事業者若しくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行 

 った場合には、本契約を解除することができます。 

  一 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める通所 

    介護サービスを実施しない場合 

  二 事業者もしくはサービス従事者が第１３条に定める守秘義務に違反し 

    た場合 

  三 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・ 

    財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続し 

    がたい重大な事情が認められる場合 

  四 他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合若しくは傷 

    つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

第２０条（事業者からの契約解除） 

１ 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除するこ 

  とができます。 

  一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項につい 

    て、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を 

    継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

  二 契約者による、第７条第１項から第３項に定めるサービス利用料金の 

    支払が３ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれ 

    が支払われない場合 

  三 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者若し 

    くは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい 

    不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情 

    を生じさせた場合 

第２１条（精算） 

 第１７条第２号から第４号により本契約が終了した場合において、契約者が 

 すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第１２条第２項

（原状回復の義務）その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担している 

 ときは、契約終了日から１週間以内に精算するものとします。 

第７章 その他 

第２２条（契約当事者の変更） 

 契約者は、契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により判断能力を失っ 

 た場合に備えて、契約者の家族等をあらかじめ代理人とすることを定めるか、 

 又は契約者の家族等を含む第３者に契約者を変更することに同意します。 

第２３条（苦情処理） 

 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦 

 情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。 

第２４条（協議事項） 

 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は契

約者と誠意をもって協議するものとします。 



  

 

 上記の契約を証するため、本書２通を作成し、契約者、事業者が記名の上 

各１通を保有するものとします。 

 

 

    令和   年   月   日 

 

 

     事業者  住  所  宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７６３－１ 

 

          事業所名  デイサービス ほおのき 

   

          代表者氏名 株式会社 博愛 

                  代表取締役  是澤 恭子     

 

 

     契約者  住  所 

 

 

          氏  名                    

 

 

契約者の家族  住  所 

（代理人） 

 

          氏  名                   


